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ーバル経済の悪影響を最小限に押しとどめる耐久

力を確保できる。 

第２に，産業集積における競争力の強化のため

にコネクターハブ型企業を介した成長軌道へ促す

べく個々の企業への支援を強化することである。

結果として，域内の企業と結びつきの強いコネク

ターハブ型企業からの取引によってその協力企業

も成長を促すことができる。 

図７・図８に本市製造業の産業構造を整理した。

現在の航空機産業に限られる産業集積は，垂直的

でかつ閉鎖的である。進出・創業の受け皿の整備

による集積の多極化を図り，コーディネーターの

支援によるコネクターハブ型企業，ニッチトップ

型企業の育成を図ることが，本市の製造業の生き

残る道である。 

 

(2) 具体的取組に向けて 

前述の２つの要素を具体的な取組として実行

していくための視点を最後に整理したい。 

新産業の企業進出，第二創業，新規創業，すべ

てにおいてその受け皿となるインフラは最低限必

要である。ものづくりインキュベーションの施設

は，ベンチャーにとって大変有効な支援となる。

また，民間の貸工場や工場跡地に関する情報など，

企業の選択肢を広げる情報提供も効果があろう。 

本市での操業が最適な戦略だと企業に評価し

てもらうためには，彼らの技術や経営を理解しア

ドバイスのできる専門コーディネーターが必要で

ある。幅広く情報を収集し，かつ企業のコア技術

を評価できる専門コーディネーターが長期にわた

り活動できる体制を整える必要があろう。 

 

本調査では，市内の経済関連の行政部局や各企

業の担当者の方をはじめ多くの方にご協力いただ

きました。心より御礼申し上げます。 
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図７ 現在の産業集積の構造 

著者作成

 

図８ 集積の多極化と域外市場への対応による 

産業振興策と産業の理想像 

著者作成
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１ はじめに 
 

国の「豊かさ」を示す指標には，国内総生産（Ｇ

ＤＰ）など，経済力や生産力の高さを示す指標を

用いることが一般的である。これは経済成長が金

銭的・物質的な「豊かさ」をもたらすとの考え方

に基づいたものである。そのため，これまでわが

国においても，交通網など社会資本の充実を図る

ことにより，国民の経済的，物質的な豊かさが追

求されてきた。 

しかし，少子・超高齢を伴う人口減少社会を迎

え，これまでの「開発型のまちづくり」のあり方

が見直され始めている。生活の質は，もはや経済

的側面を中心に置いて充足されてきた「豊かさ」

だけでは測ることはできず，環境や社会関係資本

といった人間関係や精神的側面を含めて考える必

要が高まっている。 

このような人間関係や精神的側面を含めた「豊

かさ」を政策へ反映させるため，既存の政策指標

を見直す動きも出てきている。近年，ブータンの

国民総幸福量（ＧＮＨ）に注目が集まっており，

国内においても人間関係や精神的側面の「豊かさ」

を含む「幸福度」の指標化が始まっている。すで

に，個人の主観的な満足度を示す「幸福度」の導

入に向け研究を始めた自治体や，「幸福度」の指標

化や施策目標の設定などの取組を始めた自治体が

ある。 

本稿は，市民の「幸福度」を本市施策に活用す

るための第一歩として，「幸福度」や「豊かさ」の

捉え方とその指標化について，各都市の取組状況

を整理し，先進都市の事例等について報告するも

のである。 

２ 全国他都市の取組状況 
 

平成26年12月に地方行財政調査会が実施した

『地方行財政調査資料都市版』「都市の幸福度や豊

かさの指標化の調べ（平成26年12月1日現在）」

（調査対象：政令指定都市・県庁所在都市・中核

市・東京都特別区）によると，「政策目標に『幸福

度』を採り入れているか」という質問に対し，21

市区（22.3％）が，「採り入れている」と回答し（表

１），そのうえで「政策目標に『幸福度』の指標化

を行っている」のは10市区（10.6％），「検討して

いる」のは８市区（8.5％），「採り入れていない」

のは60市区（63.8％）であった（表２）。 

「採り入れている」と回答した市区の中には，

「政策や施策の成果を量だけでなく質の面からも

評価することが重要である」と肯定的に捉えてい

る意見もあれば，「『幸福度』や『豊かさ』は個人

の主観によるところが大きく，根拠の明確化が困

難である」という意見もあった。 

一方で「採り入れていない」と回答した市区で

は，「個人の経済的状況など，市の施策・事業以外

の要因の影響を受ける」といったものや，「水準に

比例せず，他者との比較により影響を受けるとい

う相対的なものである」という意見がみられ，「幸

福度」を測ることの難しさが指摘されている。 

 

表1 幸福度を採用している自治体 

 
地方行財政調査会「都市の幸福度や豊かさの指標化調べ 

（平成26年12月1日現在）」から筆者作成 

 

表2 幸福度の指標化している自治体 

 
地方行財政調査会「都市の幸福度や豊かさの指標化調べ 

（平成26年12月1日現在）」から筆者作成 

入れている 予定している 検討している
入れていない

（検討もしていない）
その他 計

自治体数 21 0 6 60 7 94

⽐率 22.3% 0% 6.4% 63.8% 7.4% 100%

入れている 予定している 検討している
入れていない

（検討もしていない）
その他 計

自治体数 10 0 8 68 8 94

⽐率 10.6% 0% 8.5% 72.3% 8.5% 100%

〈１〉市民の「幸福度」について 
－その指標化に向けての課題－

政策審議室情勢分析グループ 主任主事 

木村 紘之 
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３ 先進事例 
 

実際に「幸福度」の考え方を導入している自治

体の中で，住民へのアンケートにより住民の主観

を指標化して用いている東京都荒川区と，既存の

社会指標を活用し「幸福度」を測る研究を実施し

た新潟市の取組事例を紹介する。 

 

(1) 東京都荒川区 

 《指標名》「荒川区民総幸福度（ＧＡＨ）」 

1) 取組 

平成16年に就任した区長が，「区政は区民を幸

せにするシステムである」という区政のドメイン

（事業領域）を提唱した。荒川区基本構想におい

て，「生涯健康都市」，「子育て教育都市」，「産業革

新都市」，「環境先進都市」，「文化創造都市」，「安

全安心都市」の６つの都市像を掲げ，それぞれに

指標を設定している。 

この取組には，「指標化」と「運動」の２つの

側面がある。前者は，区民の幸福実感度を測定す

る指標を作成し，区民の幸福実感上の課題を把握

することで，その向上のための最適な政策・施策

等を実施する。後者は，他の人々との助け合いや

分かち合いといった関係に着目し，区民が各種団

体と一緒に身近な人や地域の幸福を考えることを

通じて，地域ぐるみの運動を起こしていくもので

あり，地域ぐるみで幸福度を向上させることを目

指している。 

なお，「幸福実感度」を捉えるため，以下主観

指標に関する４つの考え方を導入している。 

① 幸福要因の把握 

 先行研究等を参考にして，区民の幸福はどのよ

うな要素によって構成されているのかについて，

その要因を深く掘り下げ，分化させていく。 

② 区民のデマンド（要求）の検証 

 区民のニーズ（要望）は具体的なデマンド（要

求）として形にならなければ基礎自治体へ届かな

いことから，デマンドを整理・統合し，指標を作

成する。このサイクルを通して恒常的に見直しを

図っていく。 

③ 将来に向けた幸福の持続 

 個人のニーズ等は，ある時点における意識や感

情が中心に置かれ，将来世代への負荷まで考慮さ

れない可能性がある。現在達成されている幸福を

将来に持続させるために，考慮すべき視点を検証

する。 

④ 自助・共助による取組の評価 

 行政が区民の幸福に寄与できる部分はあるもの

の，実際には区民自身の意志や努力，区以外の組

織などの活動が重要である。このことから，区の

政策，施策等の実施によって直接関与できる指標

に留まらず，広く幸福実感を測定することができ

る指標を選定する。  

2) 把握方法 

 荒川区では，毎年実施している「荒川区政世論

調査」に，平成18年度より荒川区民総幸福度（Ｇ

ＡＨ）に関する質問を設けている。この調査は，

住民基本台帳に登録のある区民を対象に標本を抽

出したアンケート調査である。 

区民への質問項目として，主観的な幸福実感度

を示す46項目の「幸福実感指標」を聞いている。 

 調査結果は，性別や年代などの属性や，居住地

域別に分析し把握している。 

3) 課題 

各指標における評価方法や数値化の方法，傾向

だけでなく，回答した理由など定性的な側面の把

握方法についての検討も必要である。加えて，20

歳未満の区民も調査対象に入れることや，時代や

社会状況に応じた指標の修正も必要である。 

各種政策・施策等への活用については，試験的

な検討を行っている段階である。「幸福実感指標」

や「関連指標」の分析を行い，関係者間で共有す

ることで，各種政策・施策等の適切な意思決定を

支援する情報として「幸福度」指標の分析結果を
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活用していくことができるものとしている。 

また，選定した指標が区民の幸福実感を適切に

把握できるかどうかの検証と指標の修正を行うこ

とが必要である。調査結果によると，幸福である

ことを実感して幸福度が一時的に上昇しても，そ

の状態に慣れてしまうと，また元の幸福度にもど

り評価にあらわれなくなってしまう恐れがあるこ

とが指摘されている。 

住民の主観を唯一の指標として幸福度を測る

ことは困難であることから，先述の４つの主観指

標に加え，客観指標（「健康寿命」，「労働時間」，

「ごみの排出量」など）によって構成された「関

連指標」を設定している。これにより，複数の視

点を相互補完的に活用するなど，「幸福実感指標」

をより多角的に分析している。 

 

(2) 新潟市 

 《指標名》「市民の幸福度（ＮＰＨ）」 

1) 取組 

新潟市は，従来のＧＤＰ至上主義から脱却した

個人の生活視点に立った「幸福度」を追求するこ

とをめざす。すなわち人間の出生から就学・進学・

就職・結婚・出産・育児・退職・老後・死亡とい

う一連のライフサイクルに沿って共通の「生活課

題」を有する。この，誕生から死を迎えるまでの

一連のライフステージに着目し，「成長期」，「壮年

期」，「高齢期」の各ライフステージにおける「生

活課題」の定義を行った。 

 各ステージの「生活課題」の実態について，「活

動の展開（インプット）」と「実現している成果（ア

ウトカム）」の両側面で捉え，「インプット指標」・

「アウトカム指標」をそれぞれ10指標，３つのラ

イフステージで合計60指標を設定している。  

2) 把握方法 

 市民を対象にしたアンケート調査は実施せず，

公表されている各種統計データから社会指標を選

定し，分析を行っている。  

 平成22年３月を基準とした客観指標を収集し，

17 政令指定都市を対象に比較している。その際，

人口千人当たりの数値など，比較可能な単位へ加

工し，順位づけや点数化を行っている。 

3) 課題 

本調査が研究段階であり，分析結果は，現在ま

でのところ市の総合計画等への反映は行われてい

ない。また，指標に活用した統計は５年に１回実

施されているものが多く，最新の数値を用いた頻

繁な検証は難しい。また，相対的に市が個々の市

民の幸福度を定義すること，幸福度の数値化・順

位付けの必要性があるかなどの課題がある。 

 

４ 「幸福度」に関する本市の取組と 
   指標による本市の評価 
 

これら他都市の事例をふまえ，本市の幸福度を

把握するため，主観指標を採用する荒川区の指標

を用いて，現在本市が実施している取組の検討を

試みた。 

本市が取り組む各種施策については，市民の重

要度や満足度を把握するため，「市民意識調査」を

実施している。また，本市では，平成10年度より，

各行政分野の指標について他の中核市との比較・

分析をする「中核市行政水準調査」を行っている。

これらを各種計画策定や政策立案の基礎資料とし

ている。本稿では「市民意識調査」および「中核

市行政水準調査」の平成26年度宇都宮市政に関す

る情勢分析レポート1を用いて検討する。 

「市民意識調査」については，市の施策に対す

る「重要と感じる」，「満足する」度合いをアンケ

ート票を配布し住民に直接聞いている。これらは

名称などに荒川区の指標とは違いがあるものの，

                          
1 全国の類似都市42中核市（平成25年４月１日現在）の各行

政分野における指標等を調査し，相対比較することにより，本市

の行政水準を把握するもの（平成26年９月実施） 
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あり，地域ぐるみで幸福度を向上させることを目

指している。 

なお，「幸福実感度」を捉えるため，以下主観

指標に関する４つの考え方を導入している。 

① 幸福要因の把握 

 先行研究等を参考にして，区民の幸福はどのよ

うな要素によって構成されているのかについて，

その要因を深く掘り下げ，分化させていく。 
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いことから，デマンドを整理・統合し，指標を作

成する。このサイクルを通して恒常的に見直しを

図っていく。 

③ 将来に向けた幸福の持続 

 個人のニーズ等は，ある時点における意識や感

情が中心に置かれ，将来世代への負荷まで考慮さ

れない可能性がある。現在達成されている幸福を

将来に持続させるために，考慮すべき視点を検証
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④ 自助・共助による取組の評価 
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に留まらず，広く幸福実感を測定することができ

る指標を選定する。  

2) 把握方法 

 荒川区では，毎年実施している「荒川区政世論

調査」に，平成18年度より荒川区民総幸福度（Ｇ

ＡＨ）に関する質問を設けている。この調査は，

住民基本台帳に登録のある区民を対象に標本を抽

出したアンケート調査である。 

区民への質問項目として，主観的な幸福実感度

を示す46項目の「幸福実感指標」を聞いている。 

 調査結果は，性別や年代などの属性や，居住地

域別に分析し把握している。 

3) 課題 

各指標における評価方法や数値化の方法，傾向

だけでなく，回答した理由など定性的な側面の把

握方法についての検討も必要である。加えて，20

歳未満の区民も調査対象に入れることや，時代や

社会状況に応じた指標の修正も必要である。 

各種政策・施策等への活用については，試験的

な検討を行っている段階である。「幸福実感指標」

や「関連指標」の分析を行い，関係者間で共有す

ることで，各種政策・施策等の適切な意思決定を

支援する情報として「幸福度」指標の分析結果を

市民の「幸福度」について 
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活用していくことができるものとしている。 

また，選定した指標が区民の幸福実感を適切に

把握できるかどうかの検証と指標の修正を行うこ

とが必要である。調査結果によると，幸福である

ことを実感して幸福度が一時的に上昇しても，そ

の状態に慣れてしまうと，また元の幸福度にもど

り評価にあらわれなくなってしまう恐れがあるこ

とが指摘されている。 

住民の主観を唯一の指標として幸福度を測る

ことは困難であることから，先述の４つの主観指

標に加え，客観指標（「健康寿命」，「労働時間」，

「ごみの排出量」など）によって構成された「関

連指標」を設定している。これにより，複数の視

点を相互補完的に活用するなど，「幸福実感指標」

をより多角的に分析している。 

 

(2) 新潟市 

 《指標名》「市民の幸福度（ＮＰＨ）」 

1) 取組 

新潟市は，従来のＧＤＰ至上主義から脱却した

個人の生活視点に立った「幸福度」を追求するこ

とをめざす。すなわち人間の出生から就学・進学・

就職・結婚・出産・育児・退職・老後・死亡とい

う一連のライフサイクルに沿って共通の「生活課

題」を有する。この，誕生から死を迎えるまでの

一連のライフステージに着目し，「成長期」，「壮年

期」，「高齢期」の各ライフステージにおける「生

活課題」の定義を行った。 

 各ステージの「生活課題」の実態について，「活

動の展開（インプット）」と「実現している成果（ア

ウトカム）」の両側面で捉え，「インプット指標」・

「アウトカム指標」をそれぞれ10指標，３つのラ

イフステージで合計60指標を設定している。  

2) 把握方法 

 市民を対象にしたアンケート調査は実施せず，

公表されている各種統計データから社会指標を選

定し，分析を行っている。  

 平成22年３月を基準とした客観指標を収集し，

17 政令指定都市を対象に比較している。その際，

人口千人当たりの数値など，比較可能な単位へ加

工し，順位づけや点数化を行っている。 

3) 課題 

本調査が研究段階であり，分析結果は，現在ま

でのところ市の総合計画等への反映は行われてい

ない。また，指標に活用した統計は５年に１回実

施されているものが多く，最新の数値を用いた頻

繁な検証は難しい。また，相対的に市が個々の市

民の幸福度を定義すること，幸福度の数値化・順

位付けの必要性があるかなどの課題がある。 

 

４ 「幸福度」に関する本市の取組と 
   指標による本市の評価 
 

これら他都市の事例をふまえ，本市の幸福度を

把握するため，主観指標を採用する荒川区の指標

を用いて，現在本市が実施している取組の検討を

試みた。 

本市が取り組む各種施策については，市民の重

要度や満足度を把握するため，「市民意識調査」を

実施している。また，本市では，平成10年度より，

各行政分野の指標について他の中核市との比較・

分析をする「中核市行政水準調査」を行っている。

これらを各種計画策定や政策立案の基礎資料とし

ている。本稿では「市民意識調査」および「中核

市行政水準調査」の平成26年度宇都宮市政に関す

る情勢分析レポート1を用いて検討する。 

「市民意識調査」については，市の施策に対す

る「重要と感じる」，「満足する」度合いをアンケ

ート票を配布し住民に直接聞いている。これらは

名称などに荒川区の指標とは違いがあるものの，

                          
1 全国の類似都市42中核市（平成25年４月１日現在）の各行

政分野における指標等を調査し，相対比較することにより，本市

の行政水準を把握するもの（平成26年９月実施） 
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「住民の幸福度」の向上をめざす点では本市の考

え方と類似している。 

一方，「中核市行政水準調査」については，荒

川区が設定する「幸福度」を測る主観指標に該当

する，もしくは類似する指標は少ない。特に評価

方法について，荒川区は主観的な評価の度合いを

数値化し分析しているのに対し，本市は客観指標

を用いて中核市における水準を順位づけし，偏差

値化している。これは両者の調査趣旨が異なって

いるためである。 

 

５ 今後に向けた課題 
 

本稿では，全国の主な市区や先進地の取組から

「幸福度」の考え方を整理してきた。 

現在，本市では，総合計画における「まちづく

り戦略ターゲット」の目標として「みんなが幸せ

に暮らせるまち」を位置づけ，その到達に向けた

戦略プランに「“幸せ力”アップ」を掲げている。

ただし，それらの指標化はなされていない。 

「幸福度」は，数量化による把握が困難であっ

たためこれまで「豊かさ」の概念の中に加味され

てこなかったが，今後新たな観点として有意義な

ものとなるだろう。 

「幸福」は，抽象的な概念であり，個人の主観

や地域性よるところが大きく，価値観の多様化な

どによりさらに捉えにくいものとなっている。し

かし，「幸福度」の概念を導入するか否かに関わら

ず，いかに「幸福度」を捉えるかが課題となる。

したがって，「幸福度」の指標化や数値化を図るた

めには，さまざまな要素を考慮し，多角的な分析

をすることが求められる。 

本市が各種施策や事業を実施し，その結果とし

て市民の満足度をさらに高めるためには，市民の

実感をより的確に把握することが重要である。そ

のため従来の評価に加えて，「幸福度」の指標化は

施策や事業の効果を判断する有意義な材料となる

と思われる。  

現在，本市が取り組んでいる「市民意識調査」

などの各種調査の精度をさらに向上させることが

課題となっており，今後は，幸福度の考え方を採

りいれ，指標化について先進的に取り組んでいる

他の自治体への情報収集や意見交換，有識者のア

ドバイスなどをふまえ，その有用性や本市の状況

に適した具体的方法について，幅広い角度から検

討していきたい。 
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１ はじめに 
 

本市には，平成26年５月末現在，7,387人の外

国人住民が生活しており，その70％近くが永住者

など長期に滞在できる在留資格を持つ（図１）。 

 

 
図１ 外国人住民の在留資格別内訳 

本市住民基本台帳から作成 

 

本市の外国人住民の数は，世界同時不況や東日

本大震災などの影響を受け，平成21年をピークに

減少傾向にあったが，平成25年から再び増加の兆

しをみせ始めている（図２）。 

 
図２ 外国人住民数の推移 

注：各年12月末現在の外国人登録者・外国人住民数 

本市住民基本台帳から作成 

さらに，平成 26 年４月には，外国人人材の活

用を拡大する国の緊急対策1が決定されたことや，

経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者

の受入れが拡大していること2などから，今後も外

国人住民の増加が予想される。そのため，外国人

住民へのわかりやすい情報提供は，住民サービス

向上の点から重要になってくると考えられる。 

また，外国人住民の増加に伴い，日本人住民と

外国人住民の相互理解や，多文化共生3の地域づく

りの促進の必要性も一層増してくることから，外

国人住民との円滑なコミュニケーションを成立さ

せることが鍵になる。 

 訪日外国人訪問者の数も増加傾向にあり，平成

26年１年間の訪問者数は過去最高の1,341万４千

人となった4。2020 東京オリンピックの開催決定

もあり，現在，国や東京都をはじめ，栃木県でも

「おもてなし」の向上のためのさまざまな取組が

始まっている。そのような中，外国からの個人旅

行者が感じた不満の上位は，標識への外国語表示

の不足や外国語（英語）が通じにくいことであり5，

その多くに「言葉の壁」を感じていることがうか

がえる。 

このほか，情報技術の発達により，海外の情報

が容易に得られるようになるなど，近年，諸外国

は身近なものになった。多くの分野で，人・モノ・

情報が，これまでにない規模やスピードで国境を

越えて移動している。 

                          
1 国土交通省「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置

について」，http://www.mlit.go.jp/common/001034898.pdf，2015

年３月１日取得 
2 平成 26 年 6月に，これまでのフィリピン・インドネシアに加

え，ベトナムからの受入れが開始された。 
3 国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い，

地域社会の構成員としてともに生き，共に支えあうこと。 
4 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）「2014年訪日外客数」。 
5 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）「『訪日外国人個人旅行者が日本旅

行中に感じた不便・不満調査』報告書」，http://www.jnto.go.jp/ 

jpn/downloads/20091029_TIC_attachement.pdf，2015 年３月１

日取得 

〈２〉外国人への情報提供の充実 
－「やさしい日本語」普及の取組－

国際交流プラザ 総括主査 大嶋 ふゆ子 
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